
目

次

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
一

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
病

院

局

総

務

課
）
…
一

○
青
森
県
病
院
局
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（

同

）
…
二

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
九
条
第
三
号
中
「
年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
情
報
管
理
課
」
の
下
に
「
、
地
域
医
療
課
、
職
員
健
康
支
援
課
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
号
イ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
地
域
医
療
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
条
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

地
域
医
療
課
の
分
掌
事
務
は
、
病
院
事
業
の
総
合
的
な
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
（
病
院
の
統
合
及
び
再
編
並
び
に
県
内
自
治
体
病
院
等
と
の
連
携
に
関
す
る
事
務
に
限

る
。
）
と
す
る
。

八

職
員
健
康
支
援
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
一
項
中
「
及
び
健
康
推
進
室
」
を
「
、
健
康
推
進
室
及
び
患
者
・
家
族
支
援
室
」
に
改

め
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11

患
者
・
家
族
支
援
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

看
護
相
談
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

医
療
相
談
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条
の
三

病
院
局
に
地
域
医
療
調
整
監
を
置
く
。

２

地
域
医
療
調
整
監
は
、
管
理
者
か
ら
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
管
理
者
を
補
佐
す
る
。

第
二
十
二
条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
特
命
補
佐
」
を
「
、
特
命
補
佐
及
び
地

域
医
療
調
整
監
」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
六
号

令
和
三
年三

月
三
十
一
日

（
水
曜
日
）



別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

別
表
第
二
保
険
診
療
管
理
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
指
導
監

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事

務
に
従
事
す
る
。

別
表
第
二
看
護
部
の
次
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
括
看
護
指
導
監

看
護
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
務
に

従
事
す
る
。

別
表
第
三
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
局
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
職
員
健
康
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
当
該
運
営
部
の
庶
務
担
当
の
課
」
を
「
青
森
県
立
中
央
病
院
に
あ
っ
て
は
職
員

健
康
支
援
課
、
青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
に
あ
っ
て
は
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
庶
務
・
管
理

課
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
職
員
健
康
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「総

務
課
長

」
を
「職

員
健
康
支
援
課
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭
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循
環
器
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
、
保
険
診
療
管

理
監
及
び
副
部
長

循
環
器
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
科
に
部
長
、
保
険
診
療
管

理
監
、
副
部
長
及
び
技
師
長

特
定
診
療
部
門

部
門
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

特
定
診
療
部
門

部
門
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指

導
監
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
、
看
護
企
画
監
、
上
席
看
護
専

門
官
、
看
護
専
門
官
、
看
護
師
長
、
副
看
護
師
長

看
護
部

部
長
、
次
長
、
総
括
看
護
指
導
監
、
看
護
指
導
監
、
看
護
企

画
監
、
上
席
看
護
専
門
官
、
看
護
専
門
官
、
看
護
師
長
、
副

看
護
師
長

健
康
推
進
室

室
長
、
次
長
、
健
康
推
進
官

健
康
推
進
室

室
長
、
次
長
、
健
康
推
進
官

患
者
・
家
族
支
援
室

室
長

総
括
主
幹

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案

に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

総
括
主
幹

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案

に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

上
席
医
事
専
門
官



青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

病
院
局
運
営
職
給
料
表

第
四
条
第
一
項
中
「
精
神
保
健
福
祉
士
」
の
下
に
「
、
社
会
福
祉
士
、
診
療
情
報
管
理
士
」
を
加

え
る
。

別
表
第
一
の
表
中
「
病
院
局
行
政
職
給
料
表
」
を
「
病
院
局
運
営
職
給
料
表
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
ア
中
「
病
院
局
行
政
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表
」
を
「
病
院
局
運
営
職
給
料
表
級

別
基
準
職
務
表
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
ウ
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

診
療
情
報
管
理
士

大
学
卒

一
級
二
五
号
給

短
大
卒

一
級
一
五
号
給

高
校
卒

一
級
五
号
給

別
表
第
四
の
ウ
の
表
中
「
社
会
福
祉
士
」
を
「
社
会
福
祉
士

診
療
情
報
管
理
士
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
備
考

を
加
え
る
。

備
考

職
種
欄
の
「
診
療
情
報
管
理
士
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
適
用
さ

れ
る
初
任
給
基
準
表
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る
学
歴
免
許
等
の
区
分
が
「
短
大
卒
」
又
は

「
高
校
卒
」
で
あ
る
者
に
対
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
職
務
の
級
二
級
の
欄
中

「
三
」
と
あ
る
の
は
、
当
該
学
歴
免
許
等
の
区
分
が
「
短
大
卒
」
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は

「
五
・
五
」
と
、
当
該
学
歴
免
許
等
の
区
分
が
「
高
校
卒
」
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
「
八
」
と

す
る
。

別
表
第
五
の
ア
の
表
病
院
局
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
医
療
調
整
監

三
類

「

別
表
第
五
の
ア
の
表
中

を
「
中
央
病
院
薬
剤
部
長
」
に
、

」

「

「
中
央
病
院
看
護
部
次
長
」
を

に
、

」

「

「
副
参
事
」
を

に
、

」

「

「
中
央
病
院
医
療
の
質
向
上
推
進
監
」
を

に
、

」

「

「
中
央
病
院
看
護
企
画
監
」
を

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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総
務
課
長

中
央
病
院
薬
剤
部
長

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長

中
央
病
院
看
護
部
次
長

中
央
病
院
総
括
看
護
指
導
監

副
参
事

総
務
課
長

中
央
病
院
医
療
の
質
向
上
推
進
監

中
央
病
院
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
指
導
監

中
央
病
院
看
護
企
画
監

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長
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式
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社
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